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平成２４年改正法附則 

改正法の施行期日 

‣改正法の施行期日 

第１項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第２条並びに次項及び附則第３項の規定は、公

布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

法第１９条（有期労働契約の更新等）は、改正法の公布日（平成２４年８月１０日）から施行されるものです。

また、法第１８条（有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換）及び第２０条（期間の定めがある

ことによる不合理な労働条件の禁止）の施行期日は、これらの規定の趣旨及び内容の周知に必要な期間

を勘案して、「労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」（平成２４年政令第２６

７号）により、平成２５年４月１日とされたものです。 

‣労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 

労働契約法の一部を改正する法律附則第１項ただし書に規定する規定の施行期日は、平成２ ５年４月１

日とする 

経過措置 

‣経過措置 

第２項 第２条の規定による改正後の労働契約法（以下「新労働契約法」という。）第１８条の規定は、前

項ただし書に規定する規定の施行の日以後の日を契約期間の初日とする期間の定めのある

労働契約について適用し、同項ただし書に規定する規定の施行の日前の日が初日である期間

の定めのある労働契約の契約期間は、同条第１項に規定する通算契約期間には、算入しない。 

法第１８条（有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換）の規定は、同条の施行の日（平成２５年

４月１日）以後の日を契約期間の初日とする期間の定めのある労働契約について適用し、当該施行の日前

の日が初日である有期労働契約の契約期間は、同条第１項の通算契約期間には算入しないものとされた

ものです。 

検討 

‣検討 

第３項 政府は、附則第１項ただし書に規定する規定の施行後８年を経過した場合において、新労働契

約法第１８条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認める

ときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

法第１８条に基づく無期転換申込権が多くの労働者に生じる時期である同条の施行の日（平成２５年４月

１日）以後５年を経過する時期から３年を経過した時期として、同条の施行後８年を経過した場合に、施行

状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも

のとされたものです。検討の対象は、法第１８条、すなわち無期転換ルール全体です。 


